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解
す
る
と
を
は
奇
人
は
恐
ら
ど
ロ

1
・
ヮ
ヱ
ル
氏
の
説
に
従
の
仁
ょ
ん
/
て
制
限
せ
ら
み
h
の
み
'
o
p
ヨ
1
ジ
I
第
五
世

ぴ
「
政
治
上
の
機
関
と
し
J
'

へ
は
閥
王
は
大
に
業
債
依
を
減
が
継
承
し
北

4

心
情
閣
は
ウ
イ
リ
ヤ
ム
第
凶
世
Y
V
/
イ
グ
ト

丘
北
b
し
と
一
五
は

s
b
k得
な
る
可
し
。
バ
マ
氾
オ
ヅ
ト
一

1
1
ャ
女
王
仁
譲
渡
し
食
ふ
所
と
は
会
く
異
な
る
も
の
あ
る

伴
内
及
び
彼
と
何
時
代
の
人
士
活
亦
自
然
此
意
義
に
於
て
一
品
or
大
観
す
れ
ば
政
治
上
に
於
け
る
霊
力
の
資
際
中
必
紡

勺
政
治
土
し
な
る
認
を
別
び
大
る
な
る
可
し
。
彼
等

ω
設
は
一
は
賂
に
幾
動
せ
ん
と
す
。
一
郎
も
英
闘
の
内
政
以
呉
湖
臥
洲

皆
γ
ン
チ
ェ
ス
タ
!
践
涙
会
感
の
時
代
に
噂
へ
ら
れ
立
る
一
関
係
と
共
に
其
範
留
一
層
明
確
と
な
よ
ツ
、
共
結
果
勢
力
次

弘
の
に
し
て
、
常
時
に
於
て
は
英
帝
倒
的
責
任
は
今
日
に
一
び
活
動
の
新
範
闘
は
英
関
統
治
者
の
前
仁
聞
か
れ
大
J
O
'
O

比
し
て
は
貨
に
云
ふ
に
足
ら
含
る
桜
軽
微
な
ιり
し
弘
然
が
一
徳
ふ
に
海
外
務
鋲
地
の
忠
誠
必
が
附
首
脳
せ
ら
る
t
B

は
一

弘
借
地
ヘ
難
を
童
荷
の
如
く
に
-
考
へ
ら
れ
、
人
は
皆
殖
民
一
の
令
議
機
関
の
カ
に
よ
る
に
あ
ら
、
下
し
て
一
の
自
然
人
'
の

地
を
以
て
徒
ら
に
本
閥
民
を
苦
じ
む
る
厄
介
者
の
如
く
に
一
力
に
よ
る
な
'O/
。
躍
に
名
稀
上
に
於
て
の
み
'
常
倒
的
な
ふ
ー

者
倣
し
、
英
閥
人
の
脳
中
仁
川
μ
今
日
の
所
制
1
常
凶
悶
結
し
一
間
合
あ
る
が
故
仁
非
歩
じ
て
み
一
英
闘
に
君
臨
し
給
ふ
閥
王

の
芯
想
の
如
き
は
総
像
に
だ
活
及
ば

S
bし
な
1

り
。
故
に
一
陛
下
あ
る
が
故
な
よ
ツ
O

蜘
川
中
一
目
す
れ
ば
王
位
以
今
や
一
個
特

彼
等
に
取
J

り
て
は
政
治
的
活
動
と
は
問
中
に
内
閣
政
紫
政
治
一
一
燃
の
意
義
に
於
て
新
思
砲
の
中
必
と
な
L
ッ
、
旗
峨
と
な

b
、

上
に
於
け
る
政
織
の
争
奪
k
滋
味
ず
み
に
過
ぎ
も
c
bし
な
一
擁
護
者

ιな
よ
リ
、
化
身
と
な

b
つ
h
あ
る
な
よ
り
。
新
思
総
tc

b
O
一‘

4

一
は
何
ぞ
や
、
日
く
・
常
閥
的
統
一
の
概
念
郎
も
之
な
・
0
0
(
先
)

然
る
に
泌
去
一
一
…
十
年
間
仁
於
て
此
紡
に
闘
す
る
思
総
は
(
ジ
エ

!

J

I
、ァ
i

て
γ
リ
オ

y
ト
氏
の
つ
五
位
と

驚
く
可
営
漣
皮
を
以
て
縫
怒
し
)
瓜
日
人
の
所
前
1
政
治
上
L

憲
法
L

に
よ
る
)

の
純
閣
は
非
常
に
旋
汎
と
な
れ

b
o
総
て
英
図
統
治
者
の

政
治
上
に
於
け
る
活
劾
及
び
勢
力
は
今
や
喰
、
だ
地
球
共
ωも

ど
会
内
界
を
な
せ

b
一
再
々
」
(
〉
口
円
切
符
N
O
H
H
H
-
m
M

∞H
I
N
・)

以
て
彼
の
態
度
の
如
何
に
大
陸
的
組
側
滋
的
叉
非
英
閥
的
な

す

け

月

号

欠

出

~

る

か

を

察

ず

可

を

な

b
、
彼
一
見
に
進
ん
で
臼
く
、

ネ
f

i

J

コ
/
』
民
一
つ
H

ん
そ
政
紫
は
民
放
精
紳
の
仮
生
ず
る
所
な
ん

J

、
3
れ
ば

ト
濁
し
て
果
し
て
如
何
斤
一
大
陸
に
於
け
る
幾
多
思
偲
家
の
英
同
流
の
議
院
制
度
政
然

解
絡
を
典
ヘ
如
何
な
る
批
剣
を
加
ヘ
な
る
紙
、
彼
臼
く
、
一
組
織
に
封
ず
る
希
盟
)
〈
欲
求
J
件
畢
一
覧
水
抱
に
師
し
諜
餅

「
政
健
政
治
郎
自
由
政
治
な
る
英
凶
流
の
忠
惣
は
容
認
一
閥
一

γ
ト
局
せ
ぎ
る
を
得
ホ
ノ
、
英
閥
流
の
二
大
政
終
組
織
は
決
し

民
的
総
口
応
仁
過

g
歩
汗
は
特
殊
閥
家
の
経
験
大
る
に
止
ま
一
て
獅
逸
人
の
率
ム
ペ
を
所
に
あ
ら
合
る
な
よ
ソ
、
犬
の
ケ

i

F

り
て
絡
潤
普
遍
の
呉
川
枇
に
は
あ
ら
な
る
な
1

り
、
英
政
挺
食
…
ザ
ル
バ
ル
ボ
I
伯
は
仏

O
H
u
g
o
g円
n
v
u
a
S
5
3日
丸
山
〈
阿

る
や
偏
頗
な
よ
リ
、
.
各
政
殺
は
閥
民
の
唯
一
部
分
を
包
容
す
十
一
口
M
Z
1
0

な
る
舎
を
日
公
に
し
て
政
熊
仁
封
ず
る
意
見
を
位

る
に
過
ぎ
た
」
る
を
以
て
斤
は
唯
閥
山
本
カ
の
一
部
分
を
飯
解
…
隠
し
且
つ
主
張
し
て
日
く
っ
米
鶏
な
る
倒
民
の
間
に
あ
ト
ウ

し
得
る
の
み
、
か
く
て
一
公
正
無
私
な
る
可
を
閥
一
家
の
傍
に
…
て
は
小
銭
分
立
す
る
宅
経
験
に
官
め
る
閥
只
は
唯
僅
に
一
一

偏
頗
且
つ
狭
量
な
る
組
織
を
存
ず
る
な
1

り
永
遠
鉱
山
窮
の
生
一
個
の
大
政
栄
宏
有
す
る
の
み
L

之
、
印
も
彼
は
大
陸
流
の

命
を
有
す
る
れ
公
共
問
憾
の
傍
に
符
沈
恒
な
く
感
衰
定
め
な
一
議
舎
を
威
し
て
英
図
流
の
議
院
宏
雌
ぎ
ん
乙
と
を
欲
し
北

き
話
一
物
を
存
ず
る
な
ゥ
、
然
M

刀
法
一
固
な
る
大
政
黙
り
存
在
一
る
替
の
な
れ
ど
電
器
人
に
し
て
岩
し
ニ
政
熊
制
が
議
院
生

は
是
れ
必
し
宅
一
常
に
政
治
の
健
全
を
滋
味
ず
る
も
の
い
?
の
…
治
の
必
然
の
妥
件
な
ん
や
勝
北
叉
英
闘
に
特
務
し
、
な
る
偶

〉
勺
歩
不
u
膝
々
病
的
状
態
の
産
ひ
所
な
'
夕
、
犬
れ
熊
仮
的
精
一
川
燃
の
結
果
な
L
リ
や
否
や
て
ふ
問
題
を
解
決
し
得
ば
正
に
伯

紳
は
不
生
底
的
時
代
に
在
3

り
て
成
乞
議
活
徴
烈
仁
行
は
れ
の
断
定
の

E
し
か
ら
才
る
乙
と
明
白
な
る
仁
一
会
ら
ん
し
と

熊
滅
的
嫉
新
反
日
は
斯
わ
る
時
代
に
於
て
一
公
生
活
の
殆
ん

(
p
p
o
m
-
S
o
l
H
)

ト
フ
イ
チ
ュ
ケ
の
政
窯
諭
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七
二
八

斯
く
て
放
は
こ
大
政
然
組
織
の
会
く
英
間
特
殊
の
事
情

に
基
け
る
と
と
を
論
断
し
て
次
の
如
く
一
五
ヘ

b
o

「
英
閣
の
廊
民
院
は
事
費
上
倒
家
の
最
高
桃
子
}
準
採
せ
λ
ノ

談
合
は
法
律
を
議
決

ιプ
ラ
イ
ベ
ー
ト
ピ
ル
仁
よ
t
り
て
庇

按
に
一
一
山
の
行
政
を
行
ふ
と
共
に
間
接
に
は
内
閣
に
よ
t
ツ

て

l
i下
院
の
多
数
黙
を
擁
す
る
議
院
の
政
府
委
員
、
仁
よ

L

り
て

l
l総
括
的
行
政
を
行
ふ
宅
の
な
L

り
英
関
-C
在
t

り
て

は
大
肢
は
入
閣
に
先
も
て
三
章
一
。
の
誠
燐
乞
絡
み
を
w
必
ず
、

印
も
第
一
に
議
員
之
し
て
選
出
せ
ら
れ
次
に
才
幹
に
よ

b

又
は
線
検
の
関
係
に
よ
ら
議
院
内
に
頭
角
を
搬
は
ず

t
を

裂
し
最
後
仁
所
周
政
熊
の
首
飯
仁
よ
'
h
ノ
(
名
義
に
於
〈
は

王
に
よ

b
〉
大
阪
に
抜
擢
せ
ら
れ
も
d

る
可
か
ら
含
る
な
1
9
i

首
相
は
何
時
に
亦
必
然
的
に
下
院
多
捗
ば
の
品
目
倣
な
・
0
、

彼
は
P
I
A
-

ト
ゥ
オ
ル
ポ
ー
ル
の
如
〈
成
敗
の
手
段
を
用

ゐ
て
議
合
て
ふ
本
じ
机

m
p一
、
投
ぎ
以
て
其
の
混
帥
仰
の
関
滑
を

計
る
わ
左
な
く
ば
粉
紳
的
仁
議
員
の
多
数
を
茶
化
せ
w
d

る

可
わ
ら
安
腕
候
般
の
巧
に
一
五
ヘ
る
如
く
英
刷
聞
に
あ
十
グ
て
は

政
府
川
村
議
院
の
牡
質
を
有
す
る
と
同
時
に
競
合
は
内
閣
の

¥
性
質
を
帯
べ
t
り
議
員
北
る
と
と
は
入
閣
の
資
絡
要
件
な
I

り

ア
ル
フ
ェ
ー
ス
ト

y
ド
が
大
隠
は
議
合
総
利
の
事
変
上
の

擁
殺
者
な
ιり
と
論
廿
る
が
如
く
政
府
と
議
院
と
は
密
接
離

る
可
か
ら
設
る
関
係
仁
義
b
、沖、
d

て
斯
の
如
営
側
家
の
安

維
を
握
有
し
議
舎
の
後
援
を
負
ふ
て
立
て
る
隊
府
が
殺
じ

議
院
の
内
部
に
於
て
之
を
批
剣
し
之
を
政
援
し
機
に
乗
b

て
之
に
代
は
ら
ん
と
す
る
設
問
な
る
反
郵
設
を
存
せ
診
る

に
於
て
は
'
如
何
に
我
が
健
勝
手
の
採
鉾
あ
る
一
吋
を
w
Tゆ
た
に

必
像
に
難
か
ら
W
C

る
な

b
、
期
が
る
閥
係
あ
れ
ば
と
ザ
ぞ
一

の
山
本
国
な
る
一
以
野
猿
は
英
人
の
所
間
自
由
政
治
の
艇
を
な

す
N

も
の
な
I
9
J

左
れ
ほ
英
闘
に
在
-hJ
て
は
二
大
政
殺
の
存

在
は
甚
だ
蛍
左
側
情
な
る
ζ
!
ζ

花
る
と
廿
一
ハ
に
之
を
わ
が
獅
滋

に
移
植
せ
ん
と
す
る
務
部
れ
み
は
な
き
な

b
。

(E・o・ω

M
m
v
門

i
N
~

相
州
議
仁
あ
F

り
で
は
大
匹
以
議
院
の
内
に
存
ず
る
に
あ
ち

ゃ
/
し
て
誕
の
傍
仁
別
個
籾
立
の
地
歩
を
有
せ
る
な
よ
り
若
夫

れ
籾
州
議
の
皇
室
が
英
閥
王
の
地
位
続
泌
を
以
て
甘
ん
性
ら

れ
才
る
の
一
事
に
総
到
せ
診
る
に
於
て
は
成
は
右
の
事
貨

を
凡
て
蹴
静
子
ど
滋
す
る
も
の
な
を
仁
あ
ら
な
る
可
し
、
然

川
市
事
貨
を
非
認
す
る
ほ
胤
聞
な
ら
ポ

'
d

や
叉
大
阪
が
下
院
仁
版
刷

124 

せ
ら
や
否
や
の
問
題
の
如
を
綿
入
の
馬
耳
東
風
に
附
す
る
な

b
o
(
3・c
'
ω
u
S
!
と

所
に
し
て
敢
て
之
を
質
3
ん

ιず
る
唱
の
に
あ
ら
な
る
可
抑
も
濁
逸
に
あ
'
り
て
は
君
主
の
窓
忠
能
く
現
貨
の
意
議

し
、
大
限
じ
し
て
英
の
政
策
能
く
議
舎
の
所
期
に
副
ふ
を
v

・
4

ど
有
せ
l

り
殊
に
品
川
日
A
W
士
に
あ

b
て
然
ιり
と
す
、
大
国
は
一
土

t

得
ば
彼
は
議
舎
に
崩
せ
、
一
少
と
ぢ
葉
信
任
を
得
可
を
な
ι
り
、
一
の
権
威
を
俄
L
り
く
敢
て
議
舎
の
前
に
mm服
せ
カ
ぜ
る
な
よ
り
、

大
肢
は
ま
花
窓
訟
に
よ

b
て
何
時
、
立

bι
宅
総
合
仁
出
席
一
一
然
も
廷
に
俗
図
議
舎
の
視
獄
に
怨
到
せ
ば
組
側
議
仁
政
熊
政

復
古
す
る
の
継
を
有
せ

b
而
し
て
乙
は
凶
よ
t
リ
猫
逃
憲
法
一
治
配
移
植
す
る
の
甚
だ
無
謀
な
る
を
悟

J

り
ん
、
夫
れ
唯
一

の
校
本
思
郷
よ
J

り
来
る
所
の
結
果
な
台
、
雄
日
閥
内
閣
議
長
一
の
責
任
官
変
化
・
る
帝
倒
率
籾
は
、
唯
一
一
十
五
筒
の
政
府
の

が
上
院
議
員
な
る
が
故
仁
下
院
に
於
て
議
中
一
目
す
る
の
携
な
い
代
表
者
よ

O
成
れ
る
聯
邦
院
の
決
議
を
執
行
す
る
の
み
、

し
と
主
張
す
る
も
の
誰
か
あ
る
可
を
叉
大
院
が
議
院
の
紘
一
赴
等
聯
邦
の
意
見
は
常
闘
議
命
日
仁
濁
し
て
代
表
せ
、
ら
み
、

利
を
代
表
せ
ふ
と
誰
か
一
五
ふ
可
登
、
筏
彼
等
の
代
・
一
決
す
る
一
然

q
窓
絵
の
真
に
規
定
す
る
所
に
よ
れ
ば
、
聯
邦
院
議
員

は
議
院
の
椴
利
に
は
あ
ら
占
少
し
て
王
の
犬
れ
な
ム
ッ
、
議
舎
一
、
北
る
H

も
の
は
-
情
閣
議
舎
の
議
員
、
花
る
を
得
、
京

/jwし
て
滑

は
之
ぶ
鞠
し
て
自
衛
の
潟
め
に
其
の
撚
利
を
行
は
か
』
る
可
一
周
行
政
部
の
長
官
は
法
律
上
漣
格
的
に
腕
邦
院
議
員
、
食
ら

が
ち
な
る
な
よ
り
0
7・P
0
・ω
S

N

i

ω

)

J

S

る
可
か
ら
公
る
な
・
'hJ
、
山
是
税
之
滋
法
上
議
院
政
治
の

然
ト
ヶ
而
し
て
英
艇
に
あ
-b
で
喝
叉
濁
逃
仁
あ
ら
て
誠
司
政
不
可
能
、
文
ゐ
乙
F
P
L

秘
め
て
明
瞭
な
I

り
と
一
五
ふ
可
し
。
、
(
句
。

府
を
管
制
せ
ん
と
す
る
削
慮
'
の
行
は
る
h
は
一
な
ら
唯
夫

E
r
g
H
H的

M
A
U
N
-
ω
)
h

、

れ
之
仁
賞
ゐ
者
英
闘
に
あ
L

リ
て
は
反
劃
殺
に
し
て
獅
逸
に
ト
氏
は
一
見
仁
滋
ん
で
英
調
雨
民
放
の
政
治
上
倫
理
上
の
思

あ
1

り
て
は
噺
閣
議
合
忙
る
の
相
漣
あ
る
の
み
、
航
に
務
逸
総
税
念
じ
雲
泥
の
相
違
あ
る
と
と
を
述
べ
て
次
の
如
く
一
万

に
あ
ん
て
は
政
府
は
談
合
の
外
仁
在
る
を
以
て
英
倒
械
の
へ

6

0

ν

反
封
殺
説
に
政
府
熊
な
る
も
の
到
応
存
在
す
可
わ
ら
ぎ
る
英
樹
人
の
政
治
道
徳

i
l所
溺
政
党
倫
理

l
!
な
る
活

、
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寸
英
閣
の
一
一
一
大
政
熊
は
決
し
て
守
替
地
に
幾
歩
の
人
牲
の
る
所
左
の
如
し
ο

要
求
に
基
く
替
の
に
あ
ら
ホ
/
i

此
一
関
秘
性
の
鈎
照
け
い
政
E

総
「
自
然
的
紫
波
的
の
精
榊
は
寧
ろ
之
を
一
枇
合
的
階
級
の
存

を
存
在
せ
し
む
る
閥
以
内
生
活
上
の
幾
千
の
反
野
矛
盾
の
唯
在
に
師
す
可
さ
も
の
L
如
し
、
印
刷
版
民
は
保
守
的
に
し
て

一
仁
過
ぎ
ホ
ノ
然
活
決
し
て
最
重
要
の
も
の
仁
ゐ
ら
w
d

る
な
市
誌
は
急
進
的
特
牲
を
宥
す
る
が
如
し
然
宅
歴
史
の
限
よ

b
L
A
}
O

内

U

J

4

λ

リ
見
れ
ば
赴
亦
必
し
も
然
ら
ポ
ノ
一
五
二
五
年
の
獅
滋
に
於

夫
の

p
l
y
-
氏
は
多
数
政
殺
の
野
崎
を
以
て
人
性
の
け
る
一
所
稲
山
民
間
内
戦
争
一
一
二
五
八
年
の
働
関
西
に
於
け
る
長

必
要
に
出
づ
る
替
の
な
よ
ツ
と
し
て
日
く
っ
念
治
主
義
以
兇
民
一
撲
の
'
却
を
革
命
の
最
喝
惨
な
る
告
の
に
ゐ
ら
歩
や
叉

蛍
の
思
想
な
よ
り
、
背
年
の
思
想
は
自
由
な
台
、
社
年
者
は
保
市
民
に
し
て
保
守
的
な
る

k
県
山
、
れ
ば
ペ
ネ
ヂ
ツ
ヒ
知
育

守
的
な
ふ
而
十
レ
て
老
人
、
は
市
部
制
約
な
'
り
に
と
、
ト
氏
拡
此
、
の
'
加
を
は
、
却
も
然
'o
今
日
狗
巡
の
農
民
が
保
守
的
な
る

説
&
弘
非
視
し
て
臼
く
i

ブ
ぽ
主
と
し
て
お
間
話
伴
、
が
不
動
産
を
以
て
倒
民
財
産
の
大
部

擬
史
の
各
頁
は
斯
設
と
矛
盾
し
紙
鮒
せ

b
、
而
し
て
幼
一
分
を
桃
減
)
、
北
る
時
代
に
作
ら
れ
北
み
の
事
交
に
基
悶
す

グ
ロ
ム
ウ
エ
ル
t
r
t

岩
リ
ジ
品
川
リ
ュ
ウ
と
の
封
照
は
此
説
を
一
る
が
も
の
な
'QJ
、
左
れ
ば
今
日
農
民
は
動
産
の
新
勢
力
に
針

論
破
す
る
に
充
分
な
る
可

L
、
:
:
:
・
犬
れ
政
治
的
中
は
思
惣
し
て
自
家
階
級
の
利
容
を
熔
談
せ
ん
l
L
ず
る
唱
の
な
1

り、

を
要
求
す
、
決
し
て
比
輸
を
一
巣
求
す
る
に
は
あ
ら
か
」
る
な
之
に
反
し
て
金
棋
の
立
法
し
大
る
閥
仁
あ
'
り
て
は
農
民
乙

，OJ
、
犬
の
岡
家
を
以
て
人
憾
に
比
し
文
る
自
然
訟
感
の
惑
そ
は
保
守
の
効
敵
、
北
る
な
れ
L

V

b
・o-
ご∞
G
)

弊
よ
し
等
し
く
斯
の
如
を
勝
手
気
僚
な
る
惣
像
の
戯
が
政
治
叉
夏
ド
ト
論
歩
を
滋
め
て
閥
家
的
概
念
と
一
般
合
的
思
潮
之

島
'
K
仰
の
佼
を
な
す
可
営
ぞ
'
二
百
々
(
〉
口
mm
似付
N
O
M
M
M
ω

の
関
係
及
び
其
の
政
熊
組
織
に
封
ず
る
影
響
に
も
械
を
次
の

も
ふ
l
M
)

如
き
怠
日
ル
を
吐
露
せ
t
り。

ト
氏
、
が
政
殺
t
c，
…
枇
合
的
階
級
E
C
の
関
係
に
就
い
て
論
、
?
っ
凶
家
に
は
閥
家
の
目
的
あ
t
り
と
し
其
の
意
見
の
統
一
を

a

七一一一

o

の
は
九
坑
口
々
濁
逃
人
の
了
解
し
偽
公
る
所
な
f

夕
、
俄
然
倒
蹴
今
般
の
一
服
利
あ
る
の
み
決
し
て
政
終
的
義
務
に
拘
束
せ
ら

百
草
命
の
燦
殺
す
る
や
バ

l
グ
は
同
僚
と
の
意
凡
相
A
W
は

る

L
乙
と
み
ら
ま
る
可
ぎ
な
L
ッ、(〉口町印似け
N
O
M
H
H
m
M
U
M
I
g

-JF
自
由
日
燥
を
議
会
』
保
守
殺
に
趨
れ
ι
ッ
、
彼
の
剣
断
の
ゆ
倒
(
註
)
大
陸
P
L

在
ム
リ
て
は
殺
の
政
綱
は
極
め
て
章
一
安
蹴
せ

否
仁
妥
J

り
て
は
、
恐
ら
ぐ
異
見
の
存
ナ
る
者
あ
る
可
し
と
一
ら
る
h
m
m
m
仁
し
て
政
設
は
多
数
の
所
mm
者
み
や
l
Q

が

蹴
川
市
プ
某
所
信
仁
応
な
る
彼
の
断
乎
た
る
振
衆
文
る
や
ア
品
口
一
銭
に
存
す
る
に
あ
ら
、
下
し
て
、
唯
特
殊
の
政
綱
の

人
の
異
口
同
音
仁
嘆
賞
し
て
拾
わ
た
}
る
所
な
ら
ん
、
然
弓
…

i

t

潟
め
仁
存
在
す
る

t
一
世
人
の
腿
々
見
る
所
に
み
ら

・
奇
な
ら
歩
や
英
人
は
彼
を
呼
ぷ
仁
謎
節
撲
を
以
て
す
、
叉
一
歩
や
、
叉
英
岡
仁
在
て
は
一
政
殺
内
に
一
部
の
滋

夫
の
作

J

午
リ
シ
ト
シ
の
事
陵
中
ー
ヵ

y
y
y
グ
の
解
放
は
一
激
論
者
を
存
レ
然
活
此
過
激
分
子
は
其
の
新
訓
批
判
州

最
活
賞
殺
を
航
す
る
唱
の
1
h

如
く
考
へ
ら
る
、
而
し
て
も
口
一
新
紛
糾
を
以
て
母
殺
の
骨
化
し
退
化
す
る
を
防
.
ヤ

バ
l
ト
ピ

1
1
y
が
殿
然
然
の
偏
見
に
抗
じ
て
自
由
貿
易
の
一
の
抄
用
を
夜
、
ず
、
之
に
反
し
て
大
阪
に
あ
イ
り
〈
は

政
策
乞
取
れ
る
が
如
を
唱
亦
愛
閥
妥
誠
の
行
動
と
し
て
岡
一
携
わ
る
滋
激
分
子
は
必
ヂ
や
川
閣
総
よ
し
り
分
離
し
て

品
の
範
と
す
可
を
も
の
に
あ
ら
ホ
，

r

や
と
思
は
る
L
品
、
然
一
濁
立
の
新
政
猿
を
樹
立
す
る
な
る
可
し
(
ぐ

qm-

る
少
一
辺
ル
ス
キ
ン
メ
ー
は
評
し
て
ゑ
等
の
人
々
は
岡
家
に
一
山
知
け
ω
の}凶作グ肘口問一

'
ω
3
5吋
o
n
u
g
E
H
H
ω
N
N
R
)

議
す
可
き
の
義
務
を
殺
し
b
A
る
刃
も
の
に
じ
て
潟
政
家
と
し
一
遮
英
麻
侯
漉
の
一
万
へ
る
如
く
政
践
の
存
主
を
以
て
自
由

て
最
高
の
柴
容
E
携
ふ
可
注
入
な
I

り
と
紙
、
帯
電
一
殺
の
二
郎
に
滋
歩
と
権
威
及
ぴ
，
腕
仲
代
と
に
封
ず
る
人
性
の
一
義
求
慾

品
目
飯
ー
く
し
て
は
不
信
不
安
の
支
を
宛
れ
、
?
と
一
辺
ヘ
I

り
、
相
側
一
盟
ぶ
阪
胎
ず
る
も
の
と
せ
ば
-
一
…
政
一
議
組
織
拡
総
て
の
民

逃
人
以
之
を
以
て
非
濁
銭
的
忍
ら
と
な
す
可
し
寺
人
は
斯

h

校
総
べ
て
'
の
閲
兵
の
上
仁
絶
動
的
普
通
牲
を
有
す
る
沖
も
の

の
如
を
狭
量
な
る
英
凶
流
の
政
栄
政
治
に
つ
い
て
何
唱
の
ー
ι
断
定
せ
か
}
る
を
得
、
下
J

、
左
れ
ば
ト
氏
が
期
設
に
反
封
し

を
川
市
要
求
せ
か
」
る
可
し
夫
れ
大
医
の
眼
中
に
は
獅
'
b
岡
家
大
る
は
資
名
隠
し
り
を
一
袋
せ
歩
、
彼
れ
乃
も
日
く
、

鈴e
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占
巾
官
庁

間
主
張
し
、
多
数
者
の
訣
れ
る
意
見
に
細
別
し
て
共
機
威
佐
保
リ
川
市
故
に
保
守
的
悦
質
を
帯
A
A
る
な

b
三
百
々

降
し
政
府
を
堅
固

K
誠
装
せ
ん
と
す
る
岡
家
的
概
念
は
常
湯
川
1
∞

)

パ

ー
に
存
在
せ
'
夕
、
:
:
:
ト
之
に
対
峠
す
る
は
枇
合
的
思
総
仁
し
一
…
印
し
て
彼
は
怒
に
断
山
一
一
日
ず
ら
く
~

a

て
升
は
岡
家
を
以
て
耽
舎
の
究
化
、
乞
会
う
せ
し
ひ
る
方
俊
一
寸
岡
家
の
楳
威

ι人
口
品
の
自
由
、
統
一
と
樹
機
性
階
級
的

手
段
と
見
倣
し
、
谷
耽
合
的
勢
カ
は
共
意
思
を
滋
表
し
怒
一
粉
紳
と
経
情
的
利
害
総
べ
て
N
A必
然
V-
無
数
の
政
治
的
枇
合
的

行
し
得
る
所
の
終
日
仰
に
動
か
じ
得
る
所
の
滋
徐
を
袈
盟
ナ
一
生
活
の
一
以
野
矛
活
は
立
に
相
交
錯
し
相
関
聯
し
て
，
以
て
総

6

・・7
此
の
綴
織
な
る
二
個
の
税
念
は
北
ハ
に
等
分
の
奨
却
と
て
ス
ホ
/
新
政
殺
の
組
成
を
促
す
J4
の
な
よ
リ
し
と

(:-ouω
ぃ

偏
阪
と
を
有
せ
ム
ツ
、
前
者
は
岡
家
を
上
よ
み
州
側
海
す
従
つ

J
∞
む
)

て
治
者
の
制
例
念
な
げ
り
、
之
に
反
し
て
後
者
以
閥
家
宮
下
ょ
一
要
之
ト
氏
以
英
閣
の
議
院
制
皮
政
熊
政
治
を
以
て
会
・
く

b
税
務
ず
従
っ
て
是
れ
被
治
者
の
恩
納
仰
な
i
ノ
、
川
し
治
者
一
英
闘
の
特
殊
の
事
情
に
Mm胎
じ
、
ァ

y
グ
ヱ
リ
グ
ツ
ン
民

被
治
者
の
釣
立
以
以
て
政
然
組
織
の
動
力
と
一
お
ふ
べ
か
ら
一
一
族
特
有
の
粉
紳
の
緩
販
に
外
な
ら
安
之
し
、
後
つ
〈
之
を

・
下
及
会
然
一
枇
合
的
性
質
を
帯
ば
・
ポ

J

糊濁
J

り
倒
家
意
思
の
統
}
十
模
倣
し
之
を
糊
例
議
に
移
入
ナ
み
の
安
且
つ
館
、
無
謀
且
つ

を
袈
感
ず
る
殿
格
な
る
怠
議
に
於
け
る
政
殺
は
決
し
て
存
一
不
可
能
な
る
を
鱗
寄
せ
る
唱
の
に
し
て
、
禁
制
々
、
な
る
脈

在
す
可
わ
ら
な
る
も
、
唯
夫
れ
政
治
的
闘
家
樹

ι今
日
の
一
史
限
共
の
鋭
利
な
る
論
僚
は
奇
人
の
徽
服
し
て
掛
か
か
る

所
間
保
守
黙
と
の
問
、
叉
枇
命
目
的
岡
家
制
仰
と
所
調
進
歩
z娘
一
所
在
か

と
の
問
に
級
め
て
密
接
の
関
係
あ
-AJ
、
議
し
枇
舎
は
常
に
一

岡
家
よ
F

り
す
辺
波
に
動
揺
し
新
感
知
加
新
総
締
的
勢
力
は
図
{

・
米
の
之
を
承
認
領
解
す
る
に
朱
ち
て
先
づ
設
問
な
る
勢
力

と
な
ら
才
る
可
か
ら
み
ψ
J

注
れ
ば
仰
れ
の
政
府
活
統
治
す
る

釦

斜

o' 
tρ 

-
h
u
ι
n
p
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ゴ日
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助

み

制
似
て
英
鴎
に
波
り
堀
江
救
援
が
併
殺
せ
ら
'
れ

L
勺
J

ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
入
、
フ
イ

プ
ヲ
リ
ー
し
に
て
づ
英
凶
忙
於
け
る
一
世
世
貸
木
主
説
明
の
時
間
風
史
し
を
切
符
鋭
、

々
れ
よ
り
鰯
ω防
犯
就
{
部
定
に
供
、
殺
幸
に
金
と
時
と
や
官
併
せ
ば
挺
に
「
u

曾

員

諸

君

'

る

『

、

ィ

ド

L

の
汽
船
に
乗
じ
て
お
織
が
而
-
小
頭
綱

m、
土
耳
其
万
刊
を
総
滋
L
h

ス
プ
レ
-
河
畔
の
風
光
‘
綿
々
稿
係
た
る
昔
の
羽
川
vlt蛾
‘
然
的

i
人
然
的
中
世
比
一
於
け
る
レ
パ

ν
ト
商
業
の
紋
飴
忙
場
前
知
致
仰
向
存
候
。

治
制
酬
を
以
〈
勝
る
能
地
は
、
今
華
街
ほ
小
金
が
来
伯
常
時
に
異
な
A
J
ず
、
阪
小
生
は
併
・
宛
上
の
般
利
の
矯
め
'
・
木
月
上
旬
伯
林
大
惨
比
入
事
代
供
、
入
胤
出
品

か
し
き
を
長
L
係
、
留
地
は
術
的
郊
の
機
附
肢
泊
事
情
W
(
完
備
L
i
生
品
川
必
滞
日
開
叩
M
H
式
日
極
め
て
倣
郎
氏
て

74
ユ
ミ
ヅ
ト
L

総
長
白
か
ム
ノ
握
手
せ

b
れ
候
節

ハ
皆
地
及
境
部
維
出
切
納
氏
於
け
る
肉
減
問
販
は
阪
に
新
紙
上
に
て
仰
木
矧
の
は
小
生
は
少
か
ム
ノ
ず
般
向
上
紀
州
到
す
る
自
己
の
信
念
を
お
め
依
h

岡
大
感
ぼ

ζ

と
)
存
候
、
蹴
比
一
後
者
に
て
は
比
濯
を
防

e
矯
め
-
、
最
れ
南
米
ア
ル
ザ
シ
年
以
は
な
か
/
¥
機
大
忙
て
小
生
は
一
一
平
・
の
感
午
一
色
共
に
煩
火
行
刑
の
中
に

ふ

J

Y
よ
り
冷
向
を
輸
入
L
好
紛
則
前
・
を
見
侠
〉
及
妙
カ
(
小
笠
の
筑
間
川
忙
於
け
入
り
て
而
白
(
〕
タ
を
沿
(
り
供
、
皆
名
川
酬
は
っ
し
γ
品

-Tァ
l
」
数
段
に
統

る
下
女
〕
人
一
ヶ
月
の
手
常
間
十
M
K有
之
依
〉
を
除
会
て
は
諸
物
償
左
海
‘
必
ず
候
ハ
岡
敬
授
の
競
技
は
緩
め
て
川
一
快
民
て
間
取
り
日
仰
与
語
、
向
ほ
岡
敬
扱

束
中
日
仰
と
呉
な
ら

γ
i
沓
な
成
物
ハ
洋
物
)
の
如
き
は
泌
か
に
縦
慣
に
有
之
候
‘
の
岡
氏
抑
制
消
際
紛
花
見
る
が
如
争
、

M
T
L
5
3
3悼
の
感
有
之
候
可
及
的
林

小
佐
は
白
日
制
宛
の
主
緩
和
比
悼
の
叶
企
業
の
見
地
よ
り
親
花
る
中
世
史
及
近
世
高
等
商
業
場
校
に
て
「
グ
ム
バ
ル
ト
し
教
授
の
総
消
史
九
三
総
誘
致
絞
同
教
授

史
」
と
一
一
一
一
一
溜
険
方
問
忙
…
閥
ず
あ
糾
宛
材
料
・
や
・
施
策
す
芯
然
、
毎
日
小
同
地
の
の
問
中
縁
日
制
制
し
て
は
、
小
生
は
少
か
ち
-
ず
る
疑
問
T
C
史
的
民
館
、
ー
ら
を
有
し
供
、

王
立
闘
書
館
及
伯
林
火
事
附
尉
附
書
館
の
厄
介
と
相
成
供
、
小
生
は
娃
等
の
此
機
曾
を
利
用
L
て
自
己
の
疑
問
を
解
決
致
度
存
候
‘
鋭
、
最
抵
の
限
史
波

跡
的
知
の
矯
め
来
一
裕
十
日
一
月
起
常
地
締
濯
の
総
定
に
侠
追
っ
と
自
来
年
現
矧
ニ
が
如
何
に
史
的
事
授
を
減
期
し
、
曲
解
せ
る
ζ

と
は
総
人
皆
川
誕
生
仰
な
き
鴎
と

〕
一
一
ナ
月
間
は
南
樹
氏
て
専
b

つ
ア
ウ
グ
ス
プ
ル

t
L
ヱ
リ
ノ
ル
ム
し
ゴ
一
ユ
ル

ν

信
じ
候
。

ベ
ル
ヒ
い
つ
け
H
I
T
V
プ
ル
グ
」
寸
ス
ト
ラ
ス
プ
ル
が
し
寸
7
7
y
h
J
ブ
ル
ト
、
J

籾
泌
史
mmの
将
来
花
開
L
て
は
天
才
の
関
税
せ
ず
お
限
り
、
定
詰
川
山
る

h
k

ア
ム
、
マ
イ
V
」
等
の
諸
市
、
北
削
側
逸
、
に
て
「
b

し
ル
ヂ
λ

ハ
イ
ム
し
等
hrwR地
・
一
一
位
b
J
Y
E信
候
、
所
調
政
治
的
現
象
な
る
越
の
が
史
明
仰
山
党
上
の
判
的
都
柁
り

淵
街
し
h

川
被
年
森
川
氏
に
填
部
総
山
也
納
岳
制
似
て
伊
太
利
氏
下
り
山
q
b
「
つ
ベ
一
一
し
時
K
於
て
ζ

そ
者
じ
き
滋
渉
縫
絡
を
hu
せ
し
皆
、
然
か
場
一
度
政
治
の
純

1
L
い
つ
フ
ロ
レ

Y
寸
八

L

「
ザ
ノ
ア
L

つ
ア
マ
ル
フ
・
'
・
」
山
手
を
質
地
制
夜
L
、
更
に
凶
冶
脱
L
て
、
滋
は
世
界
史
と
な
り
‘
成
は
-
文
祐
史
と
な
り
J

.

史
花
山
人
事
の
、

雨
扮
t
伊
大
利
の
中
間
地
花
wh'
瑞
四
の
交
滋
路
ハ
主
と
し
て
中
世
近
世
の
初
海
論
的
燐
成
と
な
る
に
変
り
て
‘
彼
等
は
自
己
の
併
狩
訟
を
改
め
ず
る
可
か

期
〉

b
h
踏
資
し
て
一
先
づ
伯
林
に
帰
り
、
市
民
け
と
同
年
四
月
利
樹
、
ム
同
一
斗
殺
を
ち
・
ず
る
に
一
金
り
、
詳
、
併
狩
訟
を
敬
む
る
と
共
R
h
仲
牧
内
総
の
食
糊
な
る
を
峨
ず

9 . 

秀

附

部

120 

-ル阻函
4
5
n
 

七一一一一一一

総


